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令和５年度佐賀大学学生海外研修支援事業公募要項 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ２ 日 

国際交流推進センター運営委員会承認 

 

１ 趣旨 

  佐賀大学学生海外研修支援事業は、佐賀大学（以下「本学」という。）が、コロナ禍により停滞した海外  

協定校等との国際交流活動(学生交流)の再活性化を促進し、国際交流推進センターが策定する国際行動指

針における数値目標達成（日本人学生の海外派遣数の倍増（４５６人（２０３０年））に資するため、部局

が独自に企画する、新規性と発展性に富み、波及効果が期待できるプログラムを支援する。また、その支

援により、本学に在籍する日本人学生（日本国籍を有する者又は日本での永住を許可された者）に対し多

様な海外学習の機会を提供し、国際性豊かな人材の育成を図るとともに、本学の教育・研究の国際化を促

進することを目的とする。 

 

２ 支援の対象となるプログラム 

以下の要件（１）〜（３）をすべて満たすものとする。 

（１） 学部・研究科等の教員が企画・実施する本学学生を対象とした海外研修プログラムであること 

（２） 現地でのプログラム実施期間が８日以上であること（移動日を除く）。ただし、単なる国際学会出

席・発表等を除く。 

（３） 学術交流協定校又は協定締結の可能性がある海外の大学等と共同で実施するもの。 

（４） その他国際交流推進センター長が必要と認める海外研修 

 

３ 支援の内容 

（１） 参加学生１人あたり ５０,０００円 

（２） １プログラムあたり１０人まで 

（３） 海外研修に参加する学生の支援は、原則として事業年度ごとに１人につき１回限りとする。 

 

４ 支援を受ける学生の資格 

 本支援事業によって支援を受ける学生は、本学の学部又は大学院の正規課程（鹿児島大学大学院連合農

学研究科を含む。）に在籍する者とする。なお、支援を受ける海外研修は、日本人学生の参加が主体となる

ものとするが、授業等により参加する留学生への支援も対象とする。ただし国費留学生への支給はしない。 
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５ プログラム実施時期、提出期限および提出先 

実施時期：令和５年８月１日〜令和６年３月３１日までの実施  

提出期限：令和５年７月１４日（金）締切 

  提出先：学務部教務課留学生交流室 

 

６ 採択予定件数 

   ６件程度 

   

７ 申請手続 

  所定の期日までに所属する学部長又は研究科長の推薦を受けて、次の各号の申請書等を国際交流推進 

センター長に提出する。    

（１）佐賀大学学生海外研修支援事業申請書（様式１） 

（２）参加者名簿（様式２）＊参加学生が確定していない場合は、暫定版を提出すること。 

 

８ 選考及び選考結果の通知 

  選考は、「佐賀大学学生海外研修支援事業審査要領」に基づき、厳正に選考の上、国際交流推進 

センター運営委員会で審議、決定し、所属学部・研究科を経て申請者に通知する。 

   

 [選考審査の観点] 

   以下に掲げる内容が満たされているものを高く評価し、総合的に判断する。 

   ① 特色ある研修内容であること。 

（専門分野に特化したもの、ＮＧＯ、ＮＰＯとの連携、海外インターンシップへの参加等） 

② 明確な目標設定があり、それに直結する活動内容が十分に盛り込まれ、優れた教育的効果が期待 

  できるもの 

③ カリキュラムに組み込まれているもの、又は予定のもの 

④ 協定校等と共同で実施、又は協定校の教員や学生との双方向型の交流を促進するもの 

⑤ 危機管理について十分配慮し、緊急事態に適切な対応が行えると判断できるもの 

   ⑥ 部局の国際交流ビジョンに合致し、組織的成果を目指しているもの 

 なお、外部資金（JASSO等）への過去の申請実績及び今後の申請予定があるプログラムについては、 

加点対象とする。 

[選考に当たっての参照事項] 

◆「国際行動指針」 

（令和４年１月制定、令和５年３月改定 国際交流推進センター運営委員会） 

https://www.saga-u.ac.jp/gakunai/guideline.pdf 
  

 

https://www.saga-u.ac.jp/gakunai/guideline.pdf
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９ 支援費の支給方法 

  支援費の支給は、選考による決定を受けて、参加者名義の預金口座に送金する。 

 

１０ 報告書の提出 

  申請者は、海外研修の実施終了後１か月以内、又は令和６年４月１５日のいずれか早い日までに、次の  

各号に定める報告書等を取りまとめ提出する。 

（１）海外研修実施報告書：プログラム責任者による報告（様式３） 

   （研修の様子を撮影した写真を複数枚添付すること） 

（２）研修報告書：参加学生による報告（様式４） 

なお、報告内容及び写真は国際交流推進センターの事業報告書として公開する。 

 

１１ 計画変更の届け出 

申請者は、研修計画（研修先、日程等）及び参加学生に変更が生じた場合は速やかに報告し、変更 

計画の承認を得ること。 

 

１２ 支援費の返還 

  支援費を受給した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給した支援費の全額又は一部  

を返還するものとする。ただし、渡航中の疾病等により止むを得ないと認められる場合はこの限りでない。 

（１）海外研修の実施を中止・中断・休止したとき。 

（２）参加予定者の参加ができなくなった場合 

（３）期日までに報告書が提出されない場合 

 

１３ 留意事項 

（１） 派遣学生の学業成績が通算 GPA２．３未満の場合は、支援を行わない。学部生については学部生の

成績、大学院生については、大学院の成績とする。大学院 1年生で大学院の成績がない場合は、学

部の成績を参照する。学部１年で成績が出ない場合は、入試の成績とし、佐賀大学短期海外研修派

遣候補者選考基準に従う。 

（２） 日本学生支援機構（JASSO）が実施する海外留学支援制度（協定派遣）に採択されているプログラ 

ムに参加する学生で、当機構からの支援を受ける者の重複受給は認めない。 

（３） 同じ申請者が同期に２件以上の申請をすることは認めない。 

（４） 日本学生支援機構（JASSO）令和６年度海外留学支援制度（協定派遣）への申請を強く推奨する。 

 

 


